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会長就任にあたって 

 

理事改選により新たな執行部が決まりましたのでご報告いたします。 

会員の皆様におかれましてはコロナ禍による感染予防対策、0410処方箋対応、患者さまへ感染予防

のための情報提供などにご苦労されている事と思います。また、感染予防による受診控え等による患

者の減少や終息の見えないコロナ禍など診療報酬改定などとは比べられない減収に不安を感じておら

れることとお察しいたします。 

マイナス要素ばかりが感じられる現状ですが、今までになかった時間の余裕をこれからの薬局業務

の評価につながる時間にできないかと考えております。 

これからもご協力頂けますようお願い致します。 

 

                  豊島区薬剤師会会長 佐野 雅昭 
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※８月のレセプト提出日は ８月６日（木）です 

返戻を含む紙レセプト、猶予期間のフロッピーの提出はこの日にお願いします。 

オンライン請求の場合でも、処方箋受付枚数・広域医療機関受付枚数の報告は継続してお願いして

おります。ＦＡＸでもよいのでよろしくお願いいたします。 

 

※別添の「豊島区薬業協同組合」の広報もご覧ください 

事業者用ごみ処理券の販売の案内もぜひご覧ください。 

 

 

都薬関連およびその他の重要な連絡事項など 

１)【健康食品に関する安全性情報共有事業】健康食品との関連が疑われる 

健康被害情報の収集送信フォーム開設のご案内 
 

東京都薬剤師会は東京都医師会とともに、健康食品による健康被害の未然防止・拡大防止を目的

として、東京都から、健康食品の利用との関連が疑われる健康被害情報収集事業を委託されていま

す。事業開始(平成 18年 7月)から令和元年 11月末日までに、375事例が収集されましたが、健康

食品と健康被害事例の因果関係を検討するには、より一層の情報の蓄積が必要とされています。 

現在、健康食品の摂取状況や健康被害に関する情報収集について、「健康食品」情報共有シート

を用いて、紙媒体でご報告いただいているところですが、今般、東京都薬剤師会ホームページの中

の「健康食品データベース」内に「健康食品」情報共有シートの内容が入力でき、東京都薬剤師会

事務局宛に送信できるフォームが開設されましたのでお知らせ致します。 

 

○東京都薬剤師会ホームページ内「健康食品データベース」 

URL:http://www.kenshoku-toyaku.jp/pharmacist.php 

(薬剤師のみなさまへ「健康食品」情報共有シート) 

 

２）医療事故情報収集等事業「医療安全情報Ｎｏ．１６３」の提供について 

日本医療機能評価機構より、「医療安全情報 No.163」が公表されました。 

特に参考になる事例を添付致しますので、医療事故の発生及び再発防止のためにご活用くださ

い。 

 

３）ＰＭＤＡホームページの偽サイトに関する注意喚起について 
 

今般、PMDAホームページに成りすました偽のホームページが確認されたため、PMDAホームペー

ジ及び医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)において注意喚起を行っています。 

つきましては、次の事項についてご注意ください。 

 

（１）現在、PMDAホームページになりすました偽のホームページが開設され、閲覧を誘導して

いるものが見つかっています。アクセスすると被害を受ける恐れがありますので、ご注意

ください。 

（２）PMDAホームページの URLは以下のとおりです。利用する際には、URL(ブラウザのアドレ

ス欄)を必ずご確認ください。（PMDAホームページ：https://www.pmda.go.jp/） 

https://www.pmda.go.jp/


（３）PMDAホームページをかたるサイトを発見した場合は、「送信フオーム」よりご連絡をお願

い致します。 

送信フォーム：https://www.pmda.go.jp/0024.html 

 

４）新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ(第３版)について 

令和 2年度第二次補正予算における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関す

る Q&A(第 3版)が厚生労働省より発出されました。 

本 Q&Aでは、薬局等における感染拡大防止等支援事業の対象経費や対象期間の考え方が示されて

おります【P.38】。 

また、同包括支援事業(医療分)における慰労金については、医療機関に勤務し患者と接する薬剤

師や、宿泊療養等をする軽症者等を訪問で支援する薬剤師は、他の職種と同様に対象となり得るこ

と等が示されています【P.32】。 

特に感染拡大防止等支援事業においては、「新型コロナウイルス感染拡大防止目的」としてもら

えれば広く適用されます。 

請求先は国保連合会ですが、1回のみの請求となっています。対象期間は令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月 31日までにかかる経費が対象となります。 

 

添付資料をご参照の上ご準備下さい。 

 

<参考> 

厚生労働省ホームページ>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>健康 

>感染症情報>新型コロナウイルス感染症について>自治体・医療機関向けの情報 

一覧(新型コロナウイルス感染症) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html 

 

５）東京都委託「令和 2年度東京都薬剤師認知症対応力向上研修」開催について 

東京都薬剤師会では、認知症の早期発見や医療における認知症への対応力を高め、地域におい

て薬局・薬剤師が認知症の人への支援体制構築の担い手となることを目的として、今年度も標記

研修が下記のとおり開催されます。 

都内2箇所で開催されますので、ご都合にあわせて会場をお選びください。 

まだ受講されていない方は是非ご参加ください。 

 

■【第1回】令和2年度東京都薬剤師認知症対応力向上研修 

開催日時:令和2年9月6日 (日) 12:00～15:25 (開場11:00) 

会  場:京王プラザホテル八王子大宴会場(翔王) 

定  員: 300名 

■【第2回】令和2年度東京都薬剤師認知症対応力向上研修 

開催日時:令和2年11月23日 (月・祝) 14:30～17:55 (開場13:30) 

会  場:日本教育会館一ツ橋ホール 

定  員: 440名 

■参加費: 無料 

■研修対象者:都内勤務(開設を含む)薬剤師 

■修了証書の交付:受講修了者には、東京都知事名の修了証書が交付されます。 

■日本薬剤師研修センター受講単位:2単位(予定) 

■申込方法:都薬ホームページhttp://www.toyaku.or.jp/ 「お知らせ」よりお申込みくだ 

https://www.pmda.go.jp/0024.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
http://www.toyaku.or.jp/


さい。なお、インターネットの利用ができない場合はFAX受付可能です。 

<申込締切> 第1回  8月31日(月)正午まで 

第2回 11月16日(月)正午まで 

 

６）「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」等 

のお知らせ 
令和 2年 5月 7日から適用している新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に加え

今般、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援

助成金を創設されました。 

本助成金の内容及びこれに伴う留意点については次のとおりです。 

 

1．新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により、医師等の指導を受け、休業が

必要とされた妊娠中の女性労働者に有給の休暇を取得させる事業主に対する助成を行うこと

で、妊娠中の女性労働者が、離職に至ることなく安心して休暇を取得して出産し、出産後も継

続して活躍できる職場環境の整備を図るため、本助成金を創設いたしました。 

本助成金の詳細については、次の参考資料をご参照ください。 

2．妊娠中の女性労働者は、自ら休業を申し出づらい場合があることから、事業主におかれて

は、本助成金も活用しつつ、妊娠中の女性労働者が休みやすい職場環境づくりに努め、積極的

な配慮を行っていただくようお願いいたします。 

 

(参考資料) 

・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金 Q&A 

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639553.pdf 

・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについて(Q&A) 

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000627573.pdf 

・職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省ホームページ) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html 

 

７）日本薬剤師会年金保険制度の廃止について 

 
令和 2年 6月 27日開催の第 95回定時総会にて、公益社団法人日本薬剤師会年金保険制度の廃止

が決議されました。 

本制度は昭和 48年 7月会員相互扶助の目的で設立され、平成 24年 4月厚生労働省の認可を受け

認可特定保険業となり現在まで継続してまいりました。 

個人の開設する小規模な薬局薬剤師を念頭に設立された本制度ですが、現在では、薬局や店舗販

売業のほとんどが法人組織となり、結果として薬剤師の大半が厚生年金加入者となるなど状況が大

きく変わっております。また、老後にむけた資産運用の選択肢も広がる中で加入者数は減少を続け

現在の加入率は、本会会員のおよそ 3％程度にとどまり回復の傾向が見られません。加えて、平均

余命の延伸のほか、運用環境の悪化、加入者数より受給者数が大幅に多いこと等から財政困難な状

況が続いております。 

こうした状況を踏まえ、年金委員会・理事会において鋭意協議を重ね、総会にて本制度の廃止を

決議するに至った次第です。 

本件に関するお問い合わせがございましたら、次のコールセンターまでお問合せください。 

 

<薬剤師会年金保険相談窓口> 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639553.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000627573.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html


電話番号:03-4590-1517 (専用ダイヤル) 

受付時間:平日 9:00～17:00 

開設期間:令和 2年 7月 1日～令和 2年 9月 30日 (延長の場合あり) 

 

※年金加入者・受給者の皆様には、7月中旬までに通知文が発送される予定です。 

 

豊島区薬剤師会からの連絡事項 

 

１）メーリングリスト（メール配信）による広報及び情報伝達開始について 

7月よりメーリングリストによる広報及び情報伝達を開始致しました。 

先般のアンケート調査に基づいた配信となりますのでご確認ください。 

 

２）クリーンベンチを購入しました 

 

 

 

２）【再掲】豊島区薬剤師会ホームページをぜひご覧下さい 

ホームページの内容が充実してきました。今後もより良いページを作りたいと思います。 

（ FAXや配布物などはいままで通りです。 ） 

ホームページアドレス   http://www.toyoyaku.jp/ 

会員専用ページに入るには、パスワード「 t o s h i m a 」を使ってください。 

 

 

会員退会 

  鈴木 弥生（Ａ） 秋島薬局 

内山 晴夫（Ａ） 巣鴨萬盛堂薬局分店 

内山 友里（Ｂ） 巣鴨萬盛堂薬局分店 

池袋あうる薬局にクリーンベンチが納入さ

れました。 

輸液や点眼剤の無菌調整にご利用ください。

無菌室の共同利用とは違うため算定はできま

せんが、処方箋の応需もして頂きたいと思いま

す。 

今後、研修も実施する予定です。 



 

会員数報告 

Ａ会員 110名 

Ｂ会員 15名 

賛助会員 2名 

合計    127名 

 

 

保険部より 

 

１）医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について 
 

令和2年6月29日付けで効能・効果等の一部変更承認が行われました。 

1.効能・効果等の一部変更承認等に伴う留意事項について 

①フェントステープ 

がん疼痛のみ他のオピオイド鎮痛剤からの切り替えではなく最初から使えるようになりました。そ

の際の留意事項がありますのでご注意ください。 

※デュロテップ MTパッチ、ワンデュロパッチは従来通り他のオピオイド鎮痛剤からの切り替えが

必要です。 

☆「本剤貼付前にオピオイド鎮痛剤を使用していないがん疼痛患者に対しては、経口オピオイド鎮

痛剤に比べ本剤による治療が有益であると考えられる場合（経口投与が困難な患者、経口剤による

副作用発現のおそれがある患者、多剤併用等により貼付剤の投与が望まれる患者など）にのみ使用

すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。 

＜がん疼痛＞  

本剤貼付前にオピオイド鎮痛剤を使用していない場合、0.5mgより開始する。  

他のオピオイド鎮痛剤から本剤に切り替えて使用する場合、本剤貼付前に使用していたオピオイド

鎮痛剤の用法及び用量を勘案して、0.5mg、1mg、2mg、4mg、6mgのいずれかの用量を選択する。  

＜慢性疼痛＞  

他のオピオイド鎮痛剤から本剤に切り替えて使用する。  

本剤貼付前に使用していたオピオイド鎮痛剤の用法及び用量を勘案して、0.5mg、1mg、2mg、4mg、

6mgのいずれかの用量を選択する。  

 

②サムスカ 

「抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）における低ナトリウム血症の改善」に関する新しい効

能が承認されました。それに伴い血清ナトリウム濃度を頻回に測定するように留意事項が出ていま

す。 

 

 

【用法用量】 

抗利尿ホルモン不適合分泌症候群における低ナトリウム血症の改善 

通常、成人にはトルバプタンとして7.5mgを1日1回経口投与する。必要に応じて、望ましい血清ナトリウ

ム濃度に達するまで段階的に増量できる。なお、患者の状態により適宜増減するが、最高用量は1日60mg

までとする。 



 
☆SIADHにおける低ナトリウム血症については、「本剤投与により、急激な血清ナトリウム濃度の上昇に

よる浸透圧性脱髄症候群を来すおそれがあることから、入院下で投与を開始、増量又は再開し、急激な

血清ナトリウム濃度の上昇がみられた場合には適切な処置を行うこと。特に投与開始日、増量日又は再

開日には水分制限を解除し、血清ナトリウム濃度を頻回に測定すること。 

 

 

２）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の      

一部を改正する法律の一部の施行について 

改正法のうち薬機法第9条の3に係る改正内容（オンライン服薬指導）及び改正省令については、

令和2年9月1日から施行されます。 

※調剤時以外の電話やオンラインによる服薬状況の把握、相談又は指導は、今回、新たに規定する

オンライン服薬指導とは異なり、現行法においても実施可能で、必要に応じて実施すべきもので

す。 

・改正の内容 

（1）オンライン服薬指導の実施 

服薬指導について、オンライン服薬指導として、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互

に認識しながら通話をすることが可能な方法であって、（2）から（4）までに掲げる内容を満たす

ものについて実施することを可能とすること。 

 

（2）基本的な考え方 

①薬剤師と患者との信頼関係 

オンライン服薬指導を行う薬剤師は、対象とする患者に対して日頃から継続して対面による服薬

指導を行うなど、当該患者の服薬状況等を一元的・継続的に把握し、当該薬剤師と当該患者との信

頼関係が築かれているべきこと。原則として、同一の薬剤師が対面による服薬指導を適切に組み合

わせて行うこと。ただし、やむを得ない場合には、当該患者に対面による服薬指導を行ったことの

ある当該薬局の薬剤師が当該薬剤師と連携して行うことは妨げられないこと。 

 

②薬剤師と医師又は歯科医師との連携確保 

薬剤師は、処方箋を交付する医師又は歯科医師（以下「処方医等」という。）と（3）③のオンラ



イン服薬指導に関する服薬指導計画を共有し、服薬状況のフィードバック等を行うなど、当該処方

医等と適切に連携すること。 

 

③患者の安全性確保のための体制確保 

患者の急変などの緊急時等においても患者の安全を確保するため、薬剤師・薬局は、処方医等と

の連絡体制など必要な体制を確保しなければならないこと。また、オンライン服薬指導を中止した

場合に、速やかに適切な対面による服薬指導に切り替えられるよう、適切な体制整備が求められる

こと。 

 

④患者の希望に基づく実施と患者の理解 

薬剤師は、オンライン服薬指導の実施に際して、あらかじめ、その実施に関する患者側の希望を

確認しなければならないこと。また、対面による服薬指導に比較して患者の心身等の状態に関する

情報が限定されること等、オンライン服薬指導の利益・不利益について、十分に説明し、その理解

を得なければならないこと。 

 

（3）オンライン服薬指導の実施要件 

①対面指導との関係 

薬局開設者は、当該薬局の薬剤師に、同一内容又はこれに準じる内容の処方箋により調剤された

薬剤について、あらかじめ、当該患者本人に対して対面による服薬指導を行ったことがある場合に、

オンライン服薬指導を行わせること。準じる内容については、例えば、同一成分・同一効能の先発

品と後発品の変更であること。 

 

②薬剤師・患者関係 

（2）①のとおり、日頃から継続して対面による服薬指導を行うなど、オンライン服薬指導を

行う薬剤師と当該患者との信頼関係が築かれているべきであること。薬局開設者は、オンライン服

薬指導の実施に際して、その都度、当該薬局の薬剤師に薬学的知見に基づき実施の可否を判断さ

せ、適切でない場合にはオンライン服薬指導を行わせてはならないこと。 

 

③服薬指導計画の策定 

薬局開設者が、当該薬局の薬剤師に、患者ごとにその同意を得て服薬指導計画を策定させ、

当該服薬指導計画に基づきオンライン服薬指導を実施させること。服薬指導計画には、次の（ア）

から（オ）までに掲げる事項を規定すること。 

（ア）オンライン服薬指導で取り扱う薬剤の種類及びその授受の方法に関する事項 

（イ）オンライン服薬指導及び対面による服薬指導の組合せに関する事項患者ごとの状況に応

じ、オンライン服薬指導と対面による服薬指導の組合せ（頻度やタイミング等）について具体

的な計画を記載すること。訪問診療において交付された処方箋により調剤された薬剤について

オンライン服薬指導を行う場合においては、④(イ)(iii)に留意しつつ、訪問診療との組合せにつ

いても規定すること。 



（ウ）オンライン服薬指導を行うことができない場合に関する事項 

オンライン服薬指導を行わないと判断する条件と条件に該当した場合に対面による服薬指導に切

り替える旨（情報通信環境の障害等によりオンライン服薬指導を行うことが困難になる場合を含

む｡）を記載すること。 

（エ）緊急時の対応方針に関する事項 

④（ア）又は（イ）の処方箋を交付する処方医等及び当該処方医等が勤務する病院又は診療所

その他の関係医療機関との連絡体制並びに必要な場合の利用者搬送等の方法等を記載すること。 

（オ）その他オンライン服薬指導において必要な事項 

（ア）から（エ）までの事項のほか、以下の事項についても規定すること。 

(ⅰ)オンライン服薬指導を受ける場所に関する事項 

(ⅱ)オンライン服薬指導の時間に関する事項（予約制等） 

(ⅲ)オンライン服薬指導の方法（使用する情報通信機器、家族等の支援者・看護者の同席の有無等） 

(ⅳ)訪問診療において交付された処方菱により調剤された薬剤について 

オンライン服薬指導を行う場合においては、従来の在宅対応において策定していた計画の内容又は

当該計画の添付 

(ⅴ)オンライン服薬指導においては、対面による服薬指導に比較して得られる情報が限られるこ

とを踏まえ､利用者がオンライン服薬指導に対し積極的に協力する必要がある旨 

(ⅵ)やむを得ず、当該薬局において複数の薬剤師がオンライン服薬指導を実施する余地がある場

合は、その薬剤師の氏名及びどのような場合にどの薬剤師がオンライン服薬指導を行うかの明示 

(ⅶ)情報漏洩等のリスクを踏まえて、セキュリティリスクに関する責任の範囲及びそのとぎれ

がないこと等の明示 

なお、服薬指導計画の策定に当たっては、以下について留意すべきであること。 

・薬剤師は、オンライン服薬指導実施についての患者側の希望を確認した上で、オンライン服薬

指導の利益・不利益のほか、服薬指導計画の内容について患者に説明すること。 

・服薬指導計画は処方医等に共有するほか、その策定の際には、必要に応じて、個人情報保護の

ための措置や患者の同意等を前提に服薬指導に必要な情報の共有を求めるなど、処方医等と適

切に連携すること。 

・患者に重度の認知機能障害がある等により薬剤師と十分に意思疎通を図ることができない

場合は、服薬指導計画の合意の際に、患者の家族等を患者の代理人とすることができること。 

・オンライン診療の実施状況や患者の状況を踏まえ、必要がある場合には、適時適切に服薬

指導計画の見直しを行うこと。見直す際には、策定時と同様に患者に説明し、同意を得るとと

もに、処方医等に共有すること。 

・服薬指導計画は、当該計画に基づき行った直近の服薬指導の後、3年間保存すること。 

 

④対象となる薬剤 

オンライン服薬指導により薬剤の適正使用を確保するため、以下の（ア）及び（イ）の処方箋に

より調剤された薬剤をオンライン服薬指導の対象とすることができること。また、薬剤師は、③

の服薬指導計画を処方医等に共有する際に、その後の処方箋に基づく薬剤をオンライン服薬指



導の対象とすることができるかについての疑義が生じないよう、（ア）又は（イ）の処方箋である

場合に処方箋の備考欄等に略称等を記載するなど、適切な対応を処方医等との間で相互に調整する

こと（仮に処方箋の備考欄等に記載する場合には、例えば、（ア）の場合には「オンライン診療」、

（イ）の場合には「訪問診療」などが考えられる）。 

（ア）処方医等がオンライン診療を行った際に交付した処方箋 

（イ）処方医等が訪問診療（薬剤を使用しようとする者の居宅等において、処方医等が当該薬剤師

との継続的な連携の下に行うものに限る。）を行った際に交付した処方菱 

このとき行われる訪問診療は、処方医等が当該薬剤師との継続的な連携の下に行うものとして、以

下のいずれにも該当するものであること。また、（ⅲ）、(ⅳ)及び(ⅴ)については、服薬指導計画

に記載すること。 

(ⅰ)事前に、処方医等及び薬剤師が一定の期間にわたって計画的に、訪問診療及び在宅におけ

る薬学的管理を連携して実施していること 

(ⅱ)事前に、薬剤師は処方医等の訪問指示に基づき、薬学的管理指導計画等の計画を策定し、

一定期間、在宅における薬学的管理を実施していること 

(ⅲ）処方医等が訪問診療及びオンライン診療を組み合わせて診療を行う患者の場合は、処方菱

交付時に処方医等又は薬剤師のいずれかが患者宅を訪問して患者の状況を対面で確認する

観点から、オンライン診療時に交付する処方箋により調剤された薬剤についてはオンライン

服薬指導を行わないこと。 

(ⅳ)処方医等及び薬剤師は、それぞれ定期的に患者宅を訪問し、患者の状況を確認すること 

(ⅴ)薬剤師は、薬学的知見に基づき、患者宅における服薬に関する情報等を処方医等に共有する

こと 

このほか、複数の患者が居住する介護施設等においては、オンライン服薬指導が適切でない患

者等が存在する可能性があるため、当該介護施設等の患者に対して訪問診療が行われた際の

処方箋により調剤された薬剤については、オンライン服薬指導を行うべきではないこと。 

 

（4）オンライン服薬指導に関するその他の留意事項 

①本人の状況の確認 

オンライン服薬指導の実施においては、現にその看護に当たる者に指導する場合においても、

必ず患者本人の状態を確認すること。 

原則として、薬剤師と患者双方が、身分確認書類（例えば、薬剤師はHPKIカードや薬剤師免許等、

患者は保険証やマイナンバーカード等｡）を用いて、薬剤師は薬剤師であること、患者は患者本人で

あることの確認を行うこと。ただし、社会通念上、当然に薬剤師、患者本人であると認識できる状

況である場合には、服薬指導の都度本人確認を行う必要はないこと。 

 

②通信環境（情報セキュリティ・プライバシー・利用端末） 

オンライン服薬指導の実施における情報セキュリティ及びプライバシー保護等の観点から、オン

ライン診療指針に示された内容と同等の通信環境を確保すること。 

 



③薬剤師に必要な知識及び技能の確保 

薬剤師が、オンライン服薬指導を適切に実施するために必要な知識及び技能を習得していること。 

 

④薬剤の品質管理 

薬局開設者は、オンライン服薬指導後、当該薬局において当該薬局の薬師が調剤した薬剤を、

品質を確保した状態で速やかに確実に患者に届けさせること。調剤済みの薬剤の郵送又は配送を

行う場合には、薬剤師による患者への直接の授与と同視しうる程度に、当該薬剤の品質の保持や、

患者本人への確実な授与等がなされることを確保するため、薬局開設者は、あらかじめ配送のため

の手順を定め、配送の際に必要な措置を講ずること。 

 

⑤服薬指導を受ける場所 

患者がオンライン服薬指導を受ける場所は、適切な服薬指導を行うために必要な患者の心身の状

態を確認する観点から、対面による服薬指導が行われる場合と同程度に清潔かつ安全であり、かつ、

プライバシーが保たれるよう物理的に外部から隔離される空間であること。 

 

⑥服薬指導を行う場所 

薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は、その調剤を行った薬局内の場所とすること。この場

合において、当該場所は、対面による服薬指導が行われる場合と同程度にプライバシーが保たれる

よう物理的に外部から隔離される空間であること。 

 

⑦処方箋 

（3）③の服薬指導計画の共有を受けた処方医等が（3）④の処方箋を発行した際に、患者から、服

薬指導計画を策定した薬局に送付して欲しい旨の申出があった場合は、当該医療機関は、当該処方

箋を当該薬局に直接送付することができること。 

 

⑧業務手順の作成 

薬局開設者は、処方医等及び関係医療機関との連携を含め、オンライン服薬指導を実施するため

に必要な業務に関する手順を定めた手順書を作成し、当該手順書に従い業務を行わせること。 

 

（5）職場等における調剤の業務（薬剤師法施行規則第13条第3号関係） 

薬剤師法施行規則（昭和36年厚生省令第5号）の改正により、薬剤師は、医療を受ける者の居宅等

のほか、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50条）第1条第5号に規定する医療を受ける者が療養

生活を営むことできる場所（ただし、医療法（昭和23年法律第205号）第1条の2第2項に規定する医

療提供施設を除く。）において、医師又は歯科医師が交付した処方箋により、薬剤師法施行規則第

13条の2各号に規定する調剤の業務を行うことができることとしたこと。 

 

※新型コロナウィルス感染症対応における特例の電話等での非対面による服薬指導とは別物ですのでご

注意ください。 

 



３）医療情報化支援基金に関するポータルサイト開設のお知らせについて 

・「医療機関等向けポータルサイト」の開設について 

既にリーフレットが社会保険診療報酬支払基金から郵送されていると思いますが、 

「医療機関等向けポータルサイト」が開設されました。 

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/ 

当該ポータルサイトでは、顔認証付きカードリーダーの申込、オンライン資格確認の利用申請及

び医療情報化支援基金の補助申請の受付を、順次開始する予定です。また、オンライン資格確認に

関する最新情報についてもお知らせいたします。 

オンライン資格確認の開始に向けて、保険医療機関及び保険薬局のシステム整備等に医療情報化支

援基金を活用していただくにあたり、当該ポータルサイトをご利用いただくようお願い申し上げま

す。 

※顔認証付きカードリーダーの申込等のご利用にあたっては、アカウント登録が必要となります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/


４）新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた各種公費の取扱いについて 

国制度の医療費助成制度と同様に東京都が単独で実施している医療費助成制度も有効期限の延長を

することとし､令和 2年 7月 3日付けで告示されました。 

１.当通知の対象となる医療費助成                          

（１）東京都単独実施の難病（悪性高血圧、母斑症（指定難病の結節性硬化症、スタージ・ウェ

ーバー症候群及びクリツペル．トレノネー.ウェーバー症候群を除く｡)、古典的特発性好酸球増

多症候群、びまん性汎細気管支炎､遺伝性 QT延長症候群、網膜脈絡膜委縮症、原発性骨髄線維症

及び肝内結石症） 

（２）人工透析を必要とする腎不全 

２.具体的な取扱い                                 

（１）マル都医療券の有効期間                               

現にマル都医療券の交付を受けている者であって､上記 1（1）について令和 2年 7月 31日まで､

上記 1（2）については令和 2年 9月 30日にマル都医療券の有効期間が満了する対象者につい

て、マル都医療券の有効期間を 1年延長する。 

（２）マル都医療券の取扱い 

7月下旬以降､順次､有効期間を 1年延長したマル都医療券を送付する予定｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５）疑義解釈資料の送付について(その２０)  

 

６）【再掲】保険に関する情報は 

「豊島区薬剤師会保険部グループページ」をご覧下さい 

豊島区薬剤師会では保険関係の情報を細かく伝達するために、専用のページを設けております。 

下記 URLより GRIDYログインページに入っていただき、記載されている保険部閲覧用共有アカウン

トでログインして閲覧してください。 

URL：https://gridy.jp/login 

ID：toshima.hokennbu@gmail.com 

PASS：toshima 

 

https://gridy.jp/login


学術部より 

 

１）豊島区薬剤師会学術勉強会のお知らせ 

8月の勉強会は、例年通りお休みとなります。 

 

２）地区研修会のお知らせ 

令和2年度第1回地区研修会を、9月26日（土）18：30～21：30に、としま区民センターにて行

う予定です。 

詳細につきましてはあらためてご案内いたします。 

 

 

薬学生実務実習関係 

 

１）【再掲】東京都薬剤師会‘学生向け’「とやく携帯メルマガ」配信のお知らせ 

東京都薬剤師会では、薬学生が、卒業後「東京都薬剤師会に入会しよう」という動機づけとな

ることを期待して、携帯電話によるメールマガジンの配信を開始します。実務実習受入薬局

には案内ポスターを配布いたしますので、薬学生への案内をお願いいたします。なお、学生

対象ですが、会員への配信も可能です 

 

 

池袋あうる薬局輪番 

８月の輪番は以下の通りです。出動よろしくお願いいたします。 

お願い ～輪番に入る７日前までに、出動する方の氏名をあうる薬局まで連絡してください。 

８月 日 勤 ９：００ ～ １６：３０ 
準 夜 １６：００ ～ ２２：００ 

 受付事務入力兼任 

１日（土）   マロン薬局大塚店 駒込中央薬局 

２日（日） こまごめ薬局 アリス薬局大塚店 あかまつ薬局 ことり薬局 

８日（土）   つばさ薬局 北池薬局 

９日（日） さの薬局 ヒバリ薬局 
薬局ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ東長崎駅北口店 

上池袋薬局 
駒込中央薬局 

１０日（月） サンロード薬局 田辺薬局豊島長崎店 
つばさ薬局 

あかまつ薬局 
ことり薬局 

１５日（土）   つばさ薬局 ことり薬局 

１６日（日） ことぶき薬局巣鴨店 ヒロ薬局下板橋店 つばさ薬局 佐藤薬局 

２２日（土）   かもめ薬局 北池薬局 

２３日（日） ことぶき薬局巣鴨店 あうる薬局 めぐみ薬局 駒込中央薬局 

２９日（土）   ヒバリ薬局 北池薬局 

３０日（日） 上池袋薬局 アリス薬局大塚店 平和通り保健薬局 佐藤薬局 



長崎休日診療所派遣 

８月の輪番派遣は以下の通りです。出動よろしくお願いいたします。 

８月  

２日（日） 長崎調剤薬局 

９日（日） 長崎調剤薬局 

１０日（月） よつば薬局 

１６日（日） 椎名町薬局 

２３日（日） エンゼル薬局 

３０日（日） エンゼル薬局 

 

医薬品・情報管理センター報告 

○管理センター売上及び仕入 

2020年6月売上金額   ￥2,826,693－ 

2020年6月仕入金額   ￥3,473,674－ 

 

 

 

 

○相談件数 

6月 件数 

薬局からの在庫確認 171 

薬局からの処方箋応需 0 

患者からの処方箋応需 2 

医療用医薬品についての相談 3 

医療機関の紹介 0 

一般用医薬品についての相談 0 

その他 3 

合計 179 

○池袋あうる薬局処方せん受付状況 

6月  休日夜間   17枚                           

その他   218枚 

 

○情報発信 

経皮吸収型製剤について 

 

先日、ビソノテープが剥がれたので、どうしたらよいかとの質問を受けました。 

そこで今回は、経皮吸収型製剤についてまとめました。 

 

よく受ける質問としましては 

① 剥がれたら、貼りなおしてよいか？ 

② 切って使ってもよいか？ 



③ 貼ったまま入浴してもよいか？ 

 

と考えられますので、これらの項目について記載いたします。 

 

 ① ② ③ 

ニコチネル TTS × × ○ 

ニトロダーム TTS ×（1） × ○（2） 

イクセロン、リバスタッチパッチ ×（3） × ○ 

エストラーナテープ ×（4） × ○（5） 

メノエイドコンビパッチ ○ × ○ 

 

（1） 一度剥がれると、つきにくくなります。 

（2） 入浴により血管収縮が起こり、心臓負担増大の可能性があり、貼付したままの 

入浴が推奨されています。 

（3） 新しいパッチに貼りかえ、翌日よりいつもの時間に貼りかえます。 

（4） 新しいテープに貼りかえ、その後は２日に 1回、いつもと同じ間隔で使用します。 

（5） 一度剥がすと粘着力が弱まるという理由で、貼ったままの入浴が推奨されていま

す。 

 

 ① ② ③ 

ノルスパンテープ ○（6） × ○（7） 

フェントステープ ○ × ○（8） 

デュロテップ MT、ワンデュロパッチ ○ × ○（8） 

ニュープロパッチ × ×（9） ○（10） 

ロナセンテープ ○ × ○ 

 

（6） 粘着力が弱くなった場合は新しいものに貼りかえて、7日間貼付します。 

（7） 長時間の入浴は不可です。 

（8） 熱い風呂は避けます。急激に吸収されるリスクがあるためです。 

（9） 有効成分が結晶化して析出しやすい性質のため、切断すると析出して血中濃度が

低下するリスクがあるためです。 

（10） 一度剥がすと粘着力が弱まるという理由で、貼ったままの入浴が推奨されていま

す。 

 

 ① ② ③ 

ビソノテープ ○（11） ○ ○ 

ネオキシテープ ×（12） ○ ○（13） 

フランドルテープ ○（14） ○ ○（15） 

ホクナリンテープ ×（16） ○ ○ 

アレサガテープ × ○ ○（13） 

 

（11） 新しいものと交換する場合、すぐに貼ると血圧が過度に低下するリスクがあるた

め、次の貼付時間に行います。 

（12） 速やかに新しいものを貼り、次の貼付時間に新しいものに貼りかえます。 

（13） 入浴前に剥がし、入浴後新しいものを貼ることが推奨されています。 

（14） 汗などを拭きとり、テープのしわを伸ばしてから部位を変えて貼りなおします。 

（15） 入浴によるふらつきのリスクを避けるため、入浴前に剥がして入浴後にはりなお



すこともできます。 

（16） 貼付後 12 時間を経て剝がれた場合は、24 時間貼付した場合の約 85％吸収される

計算になっているため、再貼付する必要はないと考えられています。 

 

各項目の理解には、それぞれの製剤特性の把握が重要だと感じました。 

 

日経 DI2020.6月号プレミアム版より引用し、加筆しました。 

 

 

広域病院処方せん受付状況報告 

 都立大塚 豊島病院 長寿医療センター 

 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 

6月 1,075 1,167 62 70 69 77 

 

理事会報告 

2020年 7月 15日（水）午後 8時 25分より豊島区薬業会館 1階にて理事会が開催されました。 

出席者：佐野会長 伊原副会長 江村副会長 田崎常務理事 元谷常務理事 前原常務理事 

 南出常務理事 黒須理事 内山理事 小林理事 

大澤監事  

 

○前月分理事会議事録承認 

 

○報告事項 

1. 東京都薬剤師会「地区及び職域薬剤師会会長会」資料報告 

2．防災公衆衛生担当報告 

3．総務・会計担当報告 

4．保険担当報告 

5．地域医療担当報告 

6．池袋あうる薬局担当報告 

 

○協議事項 

1. 役員退職慰労金規程の件 

役員退職慰労金規程について、次回の理事会にて協議することとなった。 

  2. 令和 2年度地区研修会の件 

9月 12日（土）もしくは 26日（土）に開催することが決定された。 

 

○審議事項 

1. 副会長及び常務理事選任の件 

  副会長及び常務理事が選任された。 

2. 職掌分担の件 

各事業の職掌における担当副会長及び主担当が決定された。 

 

 



 

 

豊島区薬剤師会の活動（６月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

６／ ４  池袋あうる薬局運営委員会 

 ５  豊島区薬剤師会 監査会 

 ８  レセプト受付 

 １０  豊島区薬剤師会 理事会 

 １３  東京都薬剤師会 地区及び職域薬剤師会会長会 

 ２６  豊島区薬剤師会 通常総会 



医薬品分割販売利用案内 

令和元年１０月 

公益社団法人豊島区薬剤師会 会長 

豊島区医薬品・情報管理ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 

 

※要遮光の医薬品（散剤、顆粒、ドライシロップ、水剤）について、仕切り書と薬ラベルに「遮光」

と記載することにしました。保存に関しては各薬局にて管理をお願いします。 

 

１． 分割販売品目 

医薬品約１８００品目、投薬ビン・軟膏壺などの医療材料 

 

豊島区薬剤師会ホームページに販売品目リストを掲載しております。 

 

２． 販売単位 

錠剤・カプセル ・・・・・・・・ １錠・１カプセル単位 

散剤・顆粒・ドライシロップ・・・ １ｇ単位（バラ）、1包単位（分包品） 

水剤 ・・・・・・・・・・・・・ １ｍｌ単位（バラ）、1包単位（分包品） 

軟膏・クリーム ・・・・・・・・ １ｇ単位（バラ）、1本単位（チューブ） 

点眼・点耳・吸入 ・・・・・・・ １本単位 

ハップ剤 ・・・・・・・・・・・ １袋単位 

坐剤 ・・・・・・・・・・・・・ １個単位 

医療材料等・・・・・・・・・・・ １個単位 

 

容器が必要な場合は、所定の容器（有料）を使用いたします。 

 

３． 販売価格 

医薬品・・・・・・・・・  薬価（消費税込） 

その他（医療材料等）・・・ 取扱品目リストに掲載 

 

４． 手数料 

豊島区薬剤師会 会員  ・・・・・・ 無 料 

区外 東京都薬剤師会 会員  ・・・ １回  １１０円（消費税込） 

その他医療機関     ・・・・・・ １回 ２２００円（消費税込） 

 

５． 検収・返品 

医薬品受領時に必ずご確認いただき受領印もしくは自署をお願いいたします。 

品質管理上、返品はできません。 

ただし、メーカー回収の場合は、この限りではありません。 

 

※使用期限が２ヵ月未満の場合は事前に確認の連絡をさせていただきます。 

２ヵ月以上でも期限の確認が必要な方は発注書の備考欄にその旨をご記入ください。 



６． 発注方法 

注文方法  ： 専用の発注書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸにてご注文下さい。 

       （電話での注文はお受けしておりません。） 

受付時間  ： ９時 から １６時３０分 月曜日～土曜日 

受取時間  ： ９時 から １７時    月曜日～金曜日 

       ９時 から ２１時３０分 土曜日・日曜日・祝日 

 

※年末年始、棚卸等により臨時休業する場合があります。（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご確認ください） 

※指定の発注書は、ホームページよりダウンロードできます。 

 

７． 利用者の確認事項 

初回利用時には、開設許可証の写しをご提出いただきます。 

また、都薬の会員証をお持ちの方は会員証の写しもご提出下さい。 

なお、豊島区薬剤師会会員の方は提出不要です。 

 

その他開設許可更新等、管理センターが開設許可証の確認が必要と判断した場合には、 

再度ご提出いただくことがあります。 

 

８． 支払い方法 

豊島区薬剤師会会員は、原則として月末日締めの「翌月口座引落」となります。 

その他の方は、「薬品受け取り時に現金支払い」となります。 

 

 

＊ 管理センターでは、会員様の要望のあるものにつきまして、取り扱いを検討し、採用するか否か

を決定する資料として使用します。つきましては下の要望書に記入し、あうる薬局に提出してく

ださい。ＦＡＸでかまいません。 

 

＊ 集計管理上、１枚１品目とし、複数の場合はコピーしてお使いください。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（きりとり）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

医薬品管理センター取り扱い要望書 

 

令和  年  月  日  

 

 

薬局名                             印  

 

 

以下の製品の取り扱いを要望します 

 

 

製品名                               規格 

                                               

 



管理センター取り扱いリスト追補 

＊ 新規取り扱い（過去に中止または停止したものの再開、リスト作成時に漏れたものも含む） 

 製品名 小分単位 備考 

内 アムロジンＯＤ錠５ｍｇ 錠  

内 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワイ」 包  

内 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」 錠  

内 クリアナール錠２００ｍｇ 錠  

内 ザファテック錠１００ｍｇ 錠  

内 酸化マグネシウム錠３００ｍｇ「ヨシダ」 錠  

内 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ファイザー」 錠  

内 ダイアート錠３０ｍｇ 錠  

内 チニダゾール錠５００ｍｇ「Ｆ」 錠  

内 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 錠  

内 ビーマス配合錠 錠  

内 フェブリク錠４０ｍｇ 錠  

内 ブロマゼパム錠２ｍｇ「サンド」 錠  

内 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医工」 錠  

内 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠  

内 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠  

内 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠  

内 モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 ｇ  

内 ルネスタ錠２ｍｇ 錠  

内 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「武田テバ」 錠  

外 デスパコーワ口腔用クリーム５ｇ 本  

外 ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「センジュ」５ｍｌ 本  

外 メンタックス外用液１％１０ｍｌ 本  

 

＊取り扱い中止 

 製品名 備考 

内 アシクロビル内服ゼリー２００ｍｇ  

内 セニラン２ｍｇ  

内 マグコロールＰ  

外 インサイドパップ７０ｍｇ  

 










































